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第4章 環境影響評価項目の選定 

4.1 環境影響評価項目の選定 

本事業に係る環境影響評価項目は、「岩手県環境影響評価技術指針」(平成11年１月14日岩手県

告示第19号の３)に定められる「別表第２ 参考項目」を参考に、本事業に係る事業特性及び当

該地域の地域特性を勘案のうえ、影響要因と環境要素の関連について影響の有無を検討し、表 

4-1に示すとおり選定した。 
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表 4-1 環境影響評価項目の選定 

 

影響要因の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

 

工事の実施 
土地又は工作物 

の存在及び供用 

造
成
等
の
工
事
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

建
設
機
械
の
稼
働 

資
材
又
は
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

事
業
の
立
地
及
び
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

廃
棄
物
の
運
搬
そ
の
他
の
車
両
の
運
行 

環境の自然的構成要素

の良好な状態の保持を

旨として調査、予測及び

評価されるべき環境要

素 

大

気

環

境 

大気質 
二酸化窒素等     ○ ○ 

粉じん等  ○ ○    

騒音 騒音  ○ ○  ○ ○ 

振動 振動  ○ ○  ○ ○ 

悪臭 悪臭     ○  

水

環

境 

水質 
水の汚れ等     ×  

土砂による水の濁り ○      

その他 地下水位等       

そ

の

他

の

環

境 

地形及び地質 重要な地形及び地質    ×   

地盤 

地下水の水位低下による 

地盤沈下 
      

土地の安定性       

土壌 土壌汚染       

その他 

日照阻害    ○   

電波障害    ○   

反射光       

風車の影       

生物の多様性の確保及

び自然環境の体系的保

全を旨として調査、予測

及び評価されるべき環

境要素 

動物 
重要な種及び注目すべき 

生息地 
○ ○ × ○   

植物 重要な種及び重要な群落 ○   ○   

生態系 地域を特徴づける生態系 ○   ○   

人と自然との豊かな触

れ合いの確保を旨とし

て調査、予測及び評価さ

れるべき環境要素 

景観 
主要な眺望点及び景観資源

並びに主要な眺望景観 
   ○   

人と自然との触れ

合いの活動の場 

主要な人と自然との触れ合

いの活動の場 
   ○   

環境への負荷の量の程

度により予測及び評価

されるべき環境要素 

廃棄物等 
廃棄物     ○  

建設工事に伴う副産物 ○      

温室効果ガス等 二酸化炭素等     ○  

注１）   ：「岩手県環境影響評価技術指針」に定める参考項目 

注２）表中の記号は、それそれぞれ以下に示すとおりである。 

○：「岩手県環境影響評価技術指針」に定める参考項目であり、本事業においても環境影響評価項目として選定した項目 

×：「岩手県環境影響評価技術指針」に定める参考項目であるものの、事業特性及び地域特性から環境影響評価項目として選定し

なかった項目 

〇：「岩手県環境影響評価技術指針」に定める参考項目ではないものの、事業特性及び地域特性から環境影響評価項目として選定

した項目 
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4.2 環境影響評価項目の選定理由 

環境影響評価項目の選定及び非選定の理由は、表4-2(1)、(2)に示すとおりである。 

 

表4-2(1) 環境影響評価項目の選定又は非選定の理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

選定 

の 

有無 

選定又は非選定の理由 

大
気
環
境 

大
気
質 

粉じん等 工事の実施 建設機械の稼働 

○ 

建設機械の稼働に係る粉じん等の発生による影響が

考えられることから、環境影響評価項目として選定す

る。 

  資材又は機械の

運搬に用いる車

両の運行 

○ 

資材又は機械の運搬に用いる車両の運行に係る粉じ

ん等の発生による影響が考えられることから、環境影響

評価項目として選定する。 

二酸化窒素

等 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

施設の稼働 

○ 

計画施設の稼働による大気質(二酸化窒素、浮遊粒子

状物質等)への影響が考えられることから、環境影響評

価項目として選定する。 

  廃棄物の運搬そ

の他の車両の運

行 

○ 

廃棄物運搬車両等の運行による大気質(二酸化窒素、

浮遊粒子状物質)への影響が考えられることから、環境

影響評価項目として選定する。 

騒
音 

騒音 工事の実施 建設機械の稼働 
○ 

建設機械の稼働に係る騒音の影響が考えられること

から、環境影響評価項目として選定する。 

  資材又は機械の

運搬に用いる車

両の運行 

○ 

資材又は機械の運搬に用いる車両の運行に係る騒音

の影響が考えられることから、環境影響評価項目として

選定する。 

 土地又は工

作物の存在

及び供用 

施設の稼働 

○ 

計画施設の稼働による騒音の影響が考えられること

から、環境影響評価項目として選定する。 

  廃棄物の運搬そ

の他の車両の運

行 

○ 

廃棄物運搬車両等の運行による振動の影響が考えら

れることから、環境影響評価項目として選定する。 

振
動 

振動 工事の実施 建設機械の稼働 
○ 

建設機械の稼働に係る振動の影響が考えられること

から、環境影響評価項目として選定する。 

  資材又は機械の

運搬に用いる車

両の運行 

○ 

資材又は機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動

の影響が考えられることから、環境影響評価項目として

選定する。 

 土地又は工

作物の存在

及び供用 

施設の稼働 

○ 

計画施設の稼働による振動の影響が考えられること

から、環境影響評価項目として選定する。 

  廃棄物の運搬そ

の他の車両の運

行 

○ 

廃棄物運搬車両等の運行による振動の影響が考えら

れることから、環境影響評価項目として選定する。 

悪
臭 

悪臭 土地又は工

作物の存在

及び供用 

施設の稼働 

○ 

計画施設の稼働による悪臭の影響が考えられること

から、環境影響評価項目として選定する。 

水
環
境 

水
質 

土砂による

水の濁り 

工事の実施 造成等の工事に

よる一時的な影

響 

○ 

造成等の工事により、一時的に出現した裸地から濁水

の発生が考えられることから、環境影響評価項目として

選定する。  

水の汚れ等 土地又は工

作物の存在

及び供用 

施設の稼働 

× 

計画施設からの排水は、必要な処理を行い、公共下水

道へ排水する計画であり、公共用水域の水質への影響が

ないことから、環境影響評価項目として選定しない。 

そ
の
他
の
環
境 

地
形
及
び
地
質 

重要な地形

及び地質 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

事業の立地及び

土地又は工作物

の存在 
× 

対象事業実施区域には、名勝、天然記念物等に指定さ

れた重要な地形及び地質が存在しないことから、環境影

響評価項目として選定しない。 

そ
の
他 

日照阻害 土地又は工

作物の存在

及び供用 

事業の立地及び

土地又は工作物

の存在 
○ 

計画施設の存在により、日照阻害が生じる可能性があ

ることから、環境影響評価項目として選定する。 

電波障害 土地又は工

作物の存在

及び供用 

事業の立地及び

土地又は工作物

の存在 

○ 

計画施設の存在により、テレビジョン放送電波への障

害が発生する可能性があることから、環境影響評価項目

として選定する。 
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表4-2(2) 環境影響評価項目の選定又は非選定の理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

選定 

の 

有無 

選定又は非選定の理由 

動物 重要な種及

び注目すべ

き生息地 

工事の実施 造成等の工事に

よる一時的な影

響 

○ 

造成等の工事による重要な種及び注目すべき生息地

への影響が考えられることから、環境影響評価項目とし

て選定する。 

  建設機械の稼働 

○ 

建設機械の稼働による重要な種及び注目すべき生息

地への影響が考えられることから、環境影響評価項目と

して選定する。 

  資材又は機械の

運搬に用いる車

両の運行 

× 

資材又は機械の運搬に用いる車両の走行ルートは、既

存道路を利用する計画であり、新たな改変を行わないこ

とから、環境影響評価項目として選定しない。 

 土地又は工

作物の存在

及び供用 

事業の立地及び

土地又は工作物

の存在 

○ 

計画施設の立地（土地の改変）及び存在による重要な

種及び注目すべき生息地への影響が考えられることか

ら、環境影響評価項目として選定する。 

植物 重要な種及

び重要な群

落 

工事の実施 造成等の工事に

よる一時的な影

響 

○ 

造成等の工事による重要な種及び重要な群落への影

響が考えられることから、環境影響評価項目として選定

する。 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

事業の立地及び

土地又は工作物

の存在 

○ 

計画施設の立地（土地の改変）及び存在による重要な

種及び重要な群落への影響が考えられることから、環境

影響評価項目として選定する。 

生態系 地域を特徴

づける生態

系 

工事の実施 造成等の工事に

よる一時的な影

響 

○ 

造成等の工事による土地の改変により生態系への影

響が考えられることから、環境影響評価項目として選定

する。 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

事業の立地及び

土地又は工作物

の存在 

○ 

計画施設の立地（土地の改変）による地域を特徴づけ

る生態系への影響が考えられることから、環境影響評価

項目として選定する。 

景観 主要な眺望

点及び景観

資源並びに

主要な眺望

景観 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

事業の立地及び

土地又は工作物

の存在 ○ 

計画施設の存在による主要な眺望景観への影響が考

えられることから、環境影響評価項目として選定する。 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

主要な人と

自然との触

れ合いの活

動の場 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

事業の立地及び

土地又は工作物

の存在 ○ 

対象事業実施区域の南側には、サイクリングロードが

存在しており、直接の改変はしないものの、計画施設の

存在による主要な人と自然との触れ合いの活動の場へ

の影響が考えられることから、環境影響評価項目として

選定する。 

廃棄物等 建設工事に

伴う副産物 

工事の実施 造成等の工事に

よる一時的な影

響 

○ 

造成等の工事によるに係る建設副産物の発生が考え

られることから、環境影響評価項目として選定する。 

廃棄物 土地又は工

作物の存在

及び供用 

施設の稼働 

○ 

計画施設の稼働により、廃棄物（残さ）が発生するこ

とから、環境影響評価項目として選定する。 

温室効果 

ガス等 

二酸化炭素

等 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

施設の稼働 

○ 

計画施設の稼働により、二酸化炭素等が発生すること

から、環境影響評価項目として選定する。 

 


	第4章　 環境影響評価項目の選定
	4.1　 環境影響評価項目の選定
	4.2　 環境影響評価項目の選定理由


